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○ 公   示 
 
 公示第７８号 
 
      一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー）の譲渡譲受認可申請の知識試験について 
 
 一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー）の譲渡譲受認可申請の知識試験について、下記のとおり実施す

ることとしたので公示する。 
 
  平成２４年２月１４日 
 
                 北陸信越運輸局長 最 勝 寺   潔 
 

記 
 
１．試 験 日  平成２４年３月１５日（木） 
 
２．時   間  受付    １３時００分～１３時２０分 
         試験（法令）１３時３０分～１４時２０分 
           （地理）１４時３０分～１５時３０分 
 
３．試験場所 

申請営業区域 試 験 会 場 
新潟交通圏 新潟運輸支局 会議室 
金沢交通圏 石川運輸支局本庁舎 会議室 
富山交通圏 富山運輸支局本庁舎 会議室 
松本交通圏 長野運輸支局 会議室 

 
４． 受験資格者 平成２４年１月４日から平成２４年１月３１日までの間に、一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制

個人タクシー）の譲渡譲受認可申請をした者。 
 
 
 
公示第７９号 

 
道路運送法施行規則第５５条の規定により次のとおり公示する。 
本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事項を記載した文書を当

該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 
 なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 
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記 
 
    １．申請者の氏名又は名称（住所並びに代表者の氏名省略） 
    ２．事案の件名及びその番号 
    ３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 
    ４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 
 
          平成２４年２月９日 
 
                       北陸信越運輸局長 最勝寺 潔 
 
   （事案の件名）一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請 

 
事案番号 

 
申請者の氏名及び名称 

 
運賃ブロック 

事案の概要 
種類 現行 申請 

 
２３旅第１９号 
 

 
石川交通株式会社 

 
金沢交通圏 

時間制運賃（加算運賃）の細分化（事案の概要は

別紙のとおり 

 
別紙 

 
申 請 運 賃 

 
１．運賃（時間制運賃） 
 

 
初乗り運

賃 

加 算 運 賃 

基 本 加算時間の短縮 

特定 
大型車 

30分ま
で 

4,550円 

30分ま
で毎に 
4,550円 

基本30分のうち10分単位 
の運賃は以下の額とする。 

10分まで 1,520円 
20分まで 3,040円 

大型車 
30分ま

で 
4,050円 

30分ま
で毎に 
4,050円 

基本30分のうち10分単位 
の運賃は以下の額とする。 

10分まで 1,350円 
20分まで 2,700円 

中型車 
30分ま

で 
3,450円 

30分ま
で毎に 
3,450円 

基本30分のうち10分単位 
の運賃は以下の額とする。 

10分まで 1,150円 
20分まで 2,300円 

小型車 
30分ま

で 
3,100円 

30分ま
で毎に 
3,100円 

基本30分のうち10分単位 
の運賃は以下の額とする。 

10分まで  1,040円 
20分まで 2,070円 

 
 
２．運賃料金の適用方法（時間制運賃） 
 
  時間制運賃は、初乗りは 30 分、以後は 10 分単位と
する。10 分未満の端数が生じた場合は、10 分単位に切り
上げるものとする。 

 
現 行 運 賃 

 
１．運賃（時間制運賃） 
 

特定大型車 拘束30分ごとに   4,550円 

大 型 車 拘束30分ごとに   4,050円 

中 型 車 拘束30分ごとに   3,450円 

小 型 車 拘束30分ごとに   3,100円 

 
 
 
２．運賃料金の適用方法（時間制運賃） 
 
  時間制運賃は、30 分単位とする。30 分未満の端数が
生じた場合は、30 分単位に切り上げるものとする。 

 
 
 

○ 許 認 可 等 
 

■指定自動車整備事業者の指定（自動車技術安全部） 

 

指定番号 北信指第１０１４８号 

指定年月日 平成２４年２月１０日 



3 
 

事業者名 株式会社五十嵐車体 

事業場名 株式会社五十嵐車体 

事業場所在地 新潟県胎内市羽黒字山越１７８２番地１ 

対象とする自動車 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動

車（乗用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、小

型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 － 

指定の条件 － 

 

指定番号 北信指第４００９２号 

指定年月日 平成２４年２月１７日 

事業者名 株式会社スズキ自販北陸 

事業場名 株式会社スズキ自販北陸金沢西営業所 

事業場所在地 石川県野々市市御経塚三丁目３８番地 

対象とする自動車 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪

自動車、小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動

車 

業務範囲の限定 － 

指定の条件 － 

 
 

 

○行政処分等 

 

 
一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分（平成２４年１月分） 
 

（自動車運送事業安全監理室） 

行政処分日 

事業者の氏名 

又は名称 
営業所の名称 行政処分等の内容 

違反行為の概要 

※ 

事業者 

点数 

 

営業所 

点数 事業者の所在地 営業所の所在地 主な違反の条項 

平成 24 年1

月 12 日 

飯田風越タクシー有限

会社 
本社営業所 

輸送施設の使用停止

（７０日車） 監査を実施したところ、

運転者に対する点呼の

記録を怠っていたこと、

他 2 件の違反が判明し

たもの。 

7 7 

長野県飯田市砂払町

2-1213 

長野県飯田市砂払町

2-1213 

旅客自動車運送事業

運輸規則第 24 条第 4

項 他 2 件 

平成 24 年1

月 19 日 

株式会社三洋タクシー 本社営業所 文書警告 公安委員会からの通知

を端緒として監査を実施

したところ、運転者に対

する適切な指導監督を

怠っていたことが判明し

たもの。 

0 0 

新潟県新潟市東区藤

見町 2-6-5 

新潟県新潟市東区藤

見町 2-6-5 

旅客自動車運送事業

運輸規則第 38 条第 1

項 

平成 24 年1

月 19 日 
株式会社 NK 交通 本社営業所 文書警告 

公安委員会からの通知

を端緒として監査を実施

したところ、運転者に対

する適切な指導監督を

0 0 
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新潟県新潟市東区東

明 6-737-2 

新潟県新潟市江南区

亀田大月 2-1-32 

旅客自動車運送事業

運輸規則第 38 条第 1

項 

怠っていたことが判明し

たもの。 

平成 24 年1

月 19 日 

四葉タクシー株式会社 本社営業所 文書警告 公安委員会からの通知

を端緒として監査を実施

したところ、運転者に対

する適切な指導監督を

怠っていたことが判明し

たもの。 

0 0 

新潟県新潟市東区中

野山 2-8-19 

新潟県新潟市東区中

野山 2-8-19 

旅客自動車運送事業

運輸規則第 38 条第 1

項 

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（北陸信越運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。 
 
 
 
一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分（平成２４年１月分） 
 

（自動車運送事業安全監理室） 

行政処分日 

事業者の氏名 

又は名称 
営業所の名称 行政処分等の内容 

違反行為の概要 

※ 

事業者 

点数 

 

営業所 

点数 事業者の所在地 営業所の所在地 主な違反の条項 

平成 24 年1

月 17 日 

株式会社高浜タクシー 直海営業所 文書警告 
監査を実施したところ、3

ヶ月ごとの定期点検を

怠っていたことが判明し

たもの。 

0 0 

石川県羽咋郡志賀町

字末吉相瀬 4-2 

石川県羽咋郡志賀町

字直海ウ 17-1 

旅客自動車運送事業

運輸規則第 45 条第 1

項 

平成 24 年1

月 31 日 

株式会社聖篭タクシー 免許センター前営業所 文書警告 
監査を実施したところ、

運転者に対する過労防

止措置を怠っていたこと

が判明したもの。 

0 0 

新潟県北蒲原郡聖籠

町大字網代浜 904-1 

新潟県北蒲原郡聖籠

町東港 7-61-16 

旅客自動車運送事業

運輸規則第 21 条第 1

項 

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（北陸信越運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。 
 
 
 
一般貨物自動車運送事業者に対する行政処分（平成２４年１月分） 
 

（自動車運送事業安全監理室） 

行政処分日 

事業者の氏名 

又は名称 
営業所の名称 行政処分等の内容 

違反行為の概要 

※ 

事業者 

点数 

 

営業所 

点数 事業者の所在地 営業所の所在地 主な違反の条項 

平成 24 年1

月 5 日 
有限会社パシフィック 本社営業所 

輸送施設の使用停止

（２５日車） 

監査を実施したところ、

運転者の健康状態の把

握を怠っていたこと、他

1 件の違反が判明したも

3 3 



5 
 

長野県長野市大字徳

間 3345 

長野県長野市大字徳

間 3345 

貨物自動車運送事業

輸送安全規則第 3 条第

6 項 他 1 件 

の。 

平成 24 年1

月 10 日 

野村石材有限会社 本社営業所 
輸送施設の使用停止

（１３０日車） 監査を実施したところ、

運転者に対する過労防

止措置を怠っていたこ

と、他 6 件の違反が判明

したもの。 

13 13 

富山県中新川郡舟橋

村仏生寺 152 

富山県中新川郡舟橋

村仏生寺 152 

貨物自動車運送事業

輸送安全規則第 3 条第

4 項 他 6 件 

平成 24 年1

月 12 日 

有限会社吉田修商店 本社営業所 
輸送施設の使用停止

（３０日車）、文書警告 監査を実施したところ、

運転者に対する乗務前

後の点呼の実施を怠っ

ていたこと、他 4 件の違

反が判明したもの。 

3 3 

石川県金沢市東蚊爪

町ラ 44-5 

石川県金沢市東蚊爪

町ラ 44-5、45-3 

貨物自動車運送事業

輸送安全規則第 7 条第

1 項及び第 2 項 他 4

件 

平成 24 年1

月 25 日 

西頸城運送株式会社 糸魚川営業所 
輸送施設の使用停止

（４５日車）、文書警告 監査を実施したところ、

運転者に対する過労防

止措置を怠っていたこ

と、他 4 件の違反が判明

したもの。 

5 5 

新潟県糸魚川市大字

寺島 3-3-37 

新潟県糸魚川市大字

寺島 3-3-37 

貨物自動車運送事業

輸送安全規則第 3 条第

4 項 他 4 件 

平成 24 年1

月 25 日 

南定雄 
エスエス通商本店営業

所 

輸送施設の使用停止

（４０日車）、文書警告 監査を実施したところ、

運転者に対する適切な

指導監督を怠っていたこ

と、他 2 件の違反が判明

したもの。 

4 4 

富山県高岡市上牧野

8-6 

富山県高岡市上牧野

8-6 

貨物自動車運送事業

輸送安全規則第 10 条

第 1 項 他 2 件 

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（北陸信越運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。 
 
 
 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


